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自
由
民
権
思
想
と
佛
蘭
西
カ
ル
ヴ
ア
ン
涯
の
人
々
ヘ
ニ
）

島
　
　
田

久
　
吉

（379）

　
　
　
　
　
　
　
塵
　
論
（
二
）

　
十
六
世
紀
に
於
る
民
主
主
義
論
者
は
通
常
駕
o
蕃
3
ぎ
ヨ
器
置
暴
君
反
封
論
者
ε
云
ふ
名
群
の
下
に
一
括
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
≧
の
名
群
は
を
薫
”
日
盟
琵
曙
が
そ
の
襲
作
ご
。
即
お
ぎ
辞
男
お
聾
ぎ
需
肋
葺
9
蝕
く
o
誘
器
頃
8
富
暮
β

午
暮
β
β
ぎ
5
冨
昌
ε
β
9
琵
β
琶
恥
属
9
程
3
0
B
貰
ぽ
即
益
8
に
初
め
て
使
用
し
ね
の
に
由
來
す
る
。
こ
の
一
涙

に
驕
す
る
論
蓉
を
墨
ぐ
れ
ぱ
大
騰
吹
の
通
う
で
あ
る
o

　
日
一
一
伽
o
α
o
器
傷
o
瀬
器
．
．
U
幅
o
幽
富
畠
窃
目
騨
鵬
冨
＃
暮
Ω
o
o
自
『
ξ
o陰
＆
o
雛
、
．
胡
蕊
．

　
蜀
奉
昌
o
o
冒
＝
9
昌
彗
鳥
．
閏
3
昌
8
0
巴
環
乳
り
凝
轟
恥
・

　
嵩
騨
ユ
5
ω
や
ポ
ヨ
o
菖
島
．
．
d
o
蜀
塊
『
島
℃
鉢
窃
．
．
一
鴇
oo
、

　
oo
容
覧
藩
舅
5
マ
ユ
霧
冨
鴎
g
葺
腕
．
．
＜
ぎ
島
島
詫
8
暮
養
ぐ
一
．
碧
一
δ
防
畠
這
・

　
　
　
　
自
由
民
纏
思
想
建
佛
蘭
西
カ
ル
ヴ
ア
ン
派
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
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自
歯
民
権
思
想
電
佛
繭
酉
カ
ル
ザ
ア
ソ
派
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八

　
菊
8
9
曾
2
琴
号
oo
巨
ぱ
．
．
U
こ
岳
葺
『
含
受
罰
§
’
9
『
韓
幽
韓
8
矧
鴨
磯
岳
団
昌
一
8
。
二
真
＆
8
砺
騨
5
。
韓
警
。
．
．

　
畠
0
9

　
剴
0
8
ザ
R
偽
、
U
o
一
島
言
煽
睾
ユ
島
H
昌
脚
び
臼
9
幽
o
ま
辱
、
綴
2
量

　
ピ
鎖
2
甑
轟
ご
塁
鎧
、
．
り
o
蓋
8
脇
Ω
丘
隆
§
8
．
．
綴
3
。

弱
蓉
冨
5
程
．
蜘
ご
o
甘
お
器
σ
q
鼠
眉
鼠
ω
8
ε
和
。
．
．
畠
む
・

　
竃
彗
響
5
員
、
ご
o
男
o
⑳
0
9
国
o
α
q
鍵
ぎ
喜
写
急
o
昌
o
．
．
凱
B
り

　
ω
黄
器
国
、
晩
↓
雷
o
冨
貫
勾
。
ユ
o
羅
ぼ
q
3
器
碧
U
o
9
卜
o
鴨
当
餌
ε
『
o
讐
鳩
a
鋸
・

　
》
ぎ
ザ
審
幽
一
窃
、
、
り
o
講
自
o
碧
．
り
一
8
も
ゆ
．

　
最
後
の
二
は
十
六
世
紀
中
に
登
表
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
興
の
傾
向
か
ら
見
て
≧
れ
を
同
列
k
加
へ

て
差
支
へ
な
い
．
（
こ
の
涙
に
關
し
て
は
閃
琶
o
鳳
撃
窪
塁
曽
彗
・
U
一
〇
目
9
糞
鼻
o
導
帥
島
窪
・
。
ぎ
ご
g
お
箆
一
毯
の
＾
耳

切
・
く
9
隻
9
警
窪
ω
9
警
一
〇
鐸
窪
α
窪
図
昌
樹
冒
国
毒
倉
蕊
一
〇
〇
凛
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
猶
、
9
ε
ぎ
マ
臼
o
詩
ρ

｝鼻

9
登
霧
≧
島
蕊
肉
5
…
ユ
島
o
国
昌
磐
謡
畠
一
…
磯
＾
一
理
轟
ε
畦
o
。
ザ
罠
畠
窪
O駐
欝
霧
無
欝
窪
…
窪
・
＠
騨
令
参
照
）
叉
こ
の

論
者
中
に
は
カ
ル
ヅ
ァ
ソ
涙
に
脳
す
る
人
々
嘘
ゼ
ス
イ
、
涙
に
屑
す
る
人
々
ε
が
あ
る
。
即
あ
マ
リ
ア
ナ
、
ス
ア
レ

ズ
の
如
き
は
後
者
で
あ
る
。
今
、
．
爾
涙
の
圃
別
を
暫
く
措
き
．
彼
等
全
部
の
所
醗
に
殆
ん
ご
共
殖
な
る
特
徴
ε
見
倣
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す
べ
き
も
の
を
求
め
れ
ぱ
、
（
輔
）
彼
等
の
主
張
す
る
月
由
の
第
輔
の
動
機
は
宗
教
上
の
自
由
で
あ
る
こ
ε
、
（
二
）
彼

等
の
立
龍
の
方
法
は
依
然
ε
し
℃
中
世
的
で
あ
ゆ
、
常
k
騨
法
も
し
く
は
自
然
法
の
観
念
を
離
れ
ず
－
政
横
の
窮
極

の
始
源
に
關
し
て
は
廣
い
意
味
の
紳
意
詮
を
脱
せ
蟹
る
こ
ピ
、
（
三
）
但
し
ヒ
の
脚
意
論
を
脱
せ
ず
冒
云
ふ
も
、
君
主

紳
梅
読
π
つ
ψ
て
は
断
乎
ε
し
て
之
を
排
撃
し
こ
れ
に
代
つ
て
人
民
紳
梅
訟
ε
も
見
倣
す
べ
き
主
構
在
民
論
を
宣
揚

せ
る
こ
ε
、
（
四
）
そ
の
主
梅
在
民
論
の
根
罎
ε
し
て
は
常
に
服
從
契
約
に
訴
へ
て
ゐ
る
こ
ε
、
（
五
）
然
共
、
彼
等
は

君
主
政
治
そ
の
も
の
に
反
封
す
る
に
あ
ら
ず
し
て
翠
に
暴
虐
政
治
、
屡
制
政
治
に
反
抗
す
、
る
竜
の
で
あ
つ
て
、
積
極

的
な
る
民
椹
の
伸
張
ε
云
ム
よ
り
は
寧
ろ
滑
極
的
な
る
民
穫
の
擁
護
に
逡
ぎ
ざ
る
こ
璽
等
で
あ
る
。
以
下
な
る
べ
く

簡
軍
に
宗
教
上
の
自
由
ε
政
治
上
の
白
由
ε
の
關
係
、
自
然
法
思
想
ε
自
由
主
義
の
開
係
、
紳
意
詮
ε
主
梅
在
民
説
．

服
從
契
約
ε
民
主
主
義
學
読
，
並
に
民
主
主
義
學
説
ε
君
主
政
治
ε
の
關
係
を
槍
討
し
て
彼
等
の
悪
想
が
近
世
自
由

民
権
論
の
登
生
に
及
せ
る
影
響
を
明
に
せ
ん
ε
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
第
一
に
宗
敏
上
の
自
由
ε
政
治
上
の
自
由
ε
の
關
係
に
つ
ψ
て
は
巳
に
越
べ
た
通
ウ
で
み
る
。
叢
に
再
び
繰
り
返

す
こ
ε
を
許
さ
る
る
な
ら
ば
望
導
即
民
o
の
言
、
即
ち
人
梅
宣
言
の
最
初
の
淵
源
は
政
治
上
の
動
機
に
登
す
る
も
の

k
あ
ら
ず
し
て
宗
教
上
の
動
機
に
出
で
た
篭
の
で
あ
つ
た
ピ
云
ム
に
鑑
き
る
。
良
心
の
自
由
或
は
信
仰
の
自
由
は
實

に
他
の
凡
て
の
自
由
の
根
元
を
な
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
躍
言
さ
津
が
立
憲
的
自
由
の
誕
生
ε
稗
し
た
（
田
§
受

　
　
　
　
自
由
民
権
思
想
電
佛
剛
酉
カ
ル
ヴ
ア
ン
汲
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
昌
九
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自
由
民
椹
恩
想
電
偉
鷲
画
カ
ル
ザ
ア
ン
汲
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

〇
＝
箒
q
旨
氏
O
o
酔
魯
2
一
●
や
起
轟
）
竃
避
3
姜
窪
O
o
ヨ
℃
帥
9
は
紳
の
榮
光
蜜
墓
督
教
信
仰
の
増
逡
の
爲
に
ヴ
ァ
ー
ジ

ニ
ア
北
部
に
最
初
の
植
民
地
を
建
設
せ
ん
ε
す
る
意
圖
を
語
う
O
o
導
9
警
慧
の
癖
o
岡
暑
岳
糞
窪
鼠
一
〇
三
6
匿
は

主
イ
ヱ
そ
キ
リ
ス
ト
の
繭
昔
の
自
由
並
に
純
潔
を
維
持
せ
ん
が
爲
k
團
結
に
入
ら
ん
ε
す
る
由
を
蓮
べ
て
ゐ
る
。

＝
や
窪
巽
匹
受
教
授
の
云
つ
て
ゐ
る
榛
に
、
宗
敏
上
の
自
由
は
實
に
政
治
上
の
自
由
の
生
み
の
窺
で
あ
る
。
（
ω
ぎ
湊

＝
剛
舞
O
『
罵
O
剛
　
ご
o
β
O
O
『
脚
O
S
O
》
O
罫
℃
“
　
一
〇
り
）
一
兀
來
、
十
山
ハ
帯
鵬
紀
に
於
る
旛
㎜
利
髄
馴
璽
の
憎
ユ
幽
β
ニ
ヨ
髭
O
玄
ざ
は
出
廓
敏

的
な
も
の
で
あ
る
。
政
治
的
樒
利
に
關
す
る
も
の
は
第
二
義
に
置
か
れ
て
ゐ
る
に
廻
響
な
い
。
即
ち
宗
教
の
自
由
ε

　
　
　
　
　
　
、

云
ふ
本
來
の
目
的
を
貫
徹
せ
ん
ε
す
る
手
段
ε
し
て
叫
け
ば
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
ス
ブ
レ
ズ
、
マ
リ
ァ
ナ

の
如
く
加
特
利
教
徒
に
し
て
新
数
徒
君
主
を
戴
く
に
至
つ
た
も
の
は
、
そ
の
信
仰
を
麹
歴
す
る
俗
界
櫻
力
に
反
抗
し

て
法
王
の
地
位
並
に
奮
教
徒
の
自
由
を
防
禦
せ
ん
ε
し
、
ぺ
U
ズ
、
オ
ト
幣
ソ
の
如
く
カ
〃
ザ
ィ
ニ
ス
ト
に
し
て
奮

教
徒
君
主
の
追
害
に
憤
激
せ
る
も
の
は
同
じ
く
そ
の
信
仰
を
暴
塵
せ
ん
ε
す
る
聡
制
穣
力
k
叛
旗
を
翻
す
に
至
つ
た

の
で
あ
る
o
ゼ
ス
イ
ト
は
新
教
圃
下
に
於
る
奮
教
徒
の
自
由
を
宣
揚
し
、
カ
ル
ヴ
ィ
晶
ス
ト
は
奮
教
國
下
に
於
る
新

教
徒
の
自
由
を
主
張
す
る
。
雨
涙
は
そ
の
目
的
に
於
て
雲
泥
の
差
が
あ
る
け
れ
ご
竜
、
そ
の
信
仰
の
自
由
を
主
張
す

る
や
一
で
あ
る
。
≧
れ
雨
派
ε
も
み
、
國
王
の
暴
屡
專
制
に
抗
す
る
斯
以
で
あ
つ
て
、
そ
の
目
的
を
貫
徹
せ
ん
ピ
す

る
手
段
ヒ
そ
態
て
政
治
的
自
由
⑳
源
泉
ピ
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
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第
二
k
≧
の
宗
教
闘
幹
及
び
こ
れ
よ
り
涙
生
し
ね
る
政
治
闘
雫
は
本
來
、
宗
教
改
革
を
契
穫
ε
す
る
一
大
展
開
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
宗
敦
改
箪
を
一
鱒
機
ピ
し
て
歴
更
は
確
然
ε
近
世
へ
推
移
す
る
も
の
で
は
な
い
。
恰
も
宗
教

改
革
の
時
蓮
を
見
ず
し
て
遙
か
を
の
以
前
に
世
を
去
つ
た
マ
キ
ア
ヴ
エ
ヲ
が
却
っ
て
近
世
壁
頭
の
人
ε
云
は
る
。
～
き

に
反
し
て
、
宗
教
改
箪
家
及
び
十
六
世
紀
の
思
想
家
は
寧
ろ
中
世
の
人
々
ξ
見
な
す
方
が
適
當
で
あ
ら
う
、
十
七
世
紀

が
純
然
髭
る
政
治
論
争
の
時
代
で
あ
る
か
否
か
は
頗
る
疑
問
の
余
地
が
あ
る
け
れ
ご
も
十
六
世
紀
が
依
然
ε
し
て
騨

學
論
孚
の
時
代
で
あ
る
ヒ
蜜
は
疑
な
い
ε
こ
ろ
で
あ
る
。
（
ρ
坦
O
o
9
『
切
＆
静
匙
月
ぴ
9
讐
二
昌
国
茜
ざ
二
ぎ
ヨ

評
8
5
8
誠
』
厨
き
唱
も
滲
照
）
十
六
世
紀
の
政
治
思
想
は
思
想
界
の
他
の
全
部
門
ε
同
じ
く
宗
敦
改
革
の
影
響
に

よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
て
ね
た
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
ψ
。
併
し
乍
ら
、
ル
智
テ
ル
、
メ
ラ
ソ
ヒ
ト
ソ
、
カ
〃
ヴ
．
ソ
等

の
教
示
が
政
治
思
想
に
奥
へ
て
ゐ
る
影
響
は
マ
キ
ァ
ヴ
轟
り
の
夫
れ
ε
は
全
然
背
馳
し
た
も
の
で
あ
つ
π
。
マ
ギ
ア

ヴ
轟
り
の
唯
理
的
、
非
道
徳
的
、
非
宗
教
的
精
紳
は
彼
等
の
教
示
の
中
に
は
何
威
に
も
登
見
せ
ら
れ
な
い
。
丈
藝
復

興
が
彼
等
の
上
に
深
甚
な
影
響
を
及
し
て
ゐ
る
の
は
雫
へ
な
ψ
が
彼
等
宗
教
改
革
家
の
倫
理
學
説
、
政
治
學
設
は
嚴

格
な
意
昧
に
於
て
中
世
的
で
あ
壷
ス
3
ラ
哲
學
の
亜
流
で
あ
る
。
　
（
（
・
》
U
集
旨
単
団
＆
欝
鈴
臼
サ
。
＆
2
ぎ
3

ピ
菖

冨
＝
o
客
o
暑
窃
含
2
ヤ
竃
滲
照
）
さ
れ
ぱ
彼
等
を
直
接
の
師
宗
ε
す
る
も
、
せ
ぎ
る
も
、
十
六
世
紀
の
思
想
家

が
彼
等
の
か
、
る
傳
統
か
ら
脱
す
る
を
得
な
か
つ
泥
の
は
蓋
し
已
む
を
得
な
い
塵
で
あ
る
。
誕
世
主
櫃
國
家
の
最
初

　
　
　
　
貞
”
由
民
鎗
鴨
田
愉
窟
卿
建
心
仰
噸
即
西
∵
刀
ル
ヴ
ア
ン
派
一
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
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β
由
民
纏
思
想
建
佛
灘
薦
ヵ
ル
ザ
ァ
ン
汲
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麟
四
二

の
理
論
家
に
し
て
客
9
糞
畠
o
窮
零
窯
ε
は
封
躊
的
立
揚
に
あ
つ
た
ぎ
謹
鷲
猛
の
随
一
人
チ
ァ
ン
、
ボ
蓼
ダ
ソ
す
ら

紳
決
及
び
自
然
法
の
観
念
か
ら
蚕
的
に
は
離
れ
得
な
か
つ
た
こ
ε
（
U
。
穿
阻
義
算
圏
奪
『
。
図
レ
9
・
o
。
山
o
）
を
思
へ

ば
、
τ
れ
は
寧
ろ
當
然
の
こ
ピ
で
あ
る
。
已
に
ス
ト
ア
學
涙
及
び
若
干
の
羅
馬
法
墨
著
に
よ
つ
て
晴
示
せ
ら
れ
π
自

然
法
ピ
紳
法
ε
の
混
同
は
甚
督
教
の
支
配
時
代
に
於
て
は
避
け
難
き
こ
ε
で
あ
る
．
『
轡
人
の
自
然
を
語
る
ε
き
は
醜

を
意
味
す
る
な
う
。
世
界
を
創
◎
し
も
の
は
憩
な
れ
ば
な
う
。
』
ε
云
ふ
聡
ク
リ
ト
ス
ト
腰
ム
の
言
は
依
然
ピ
し
て
十

六
世
紀
の
自
然
法
思
想
の
背
後
に
横
つ
て
ぬ
る
。
若
し
自
然
法
思
想
の
中
世
よ
φ
近
世
へ
の
推
移
を
以
て
自
然
法
の

紳
法
よ
9
の
解
放
、
換
言
す
れ
ぱ
自
然
法
か
ら
紳
學
的
観
念
を
排
除
し
て
人
問
理
性
へ
還
元
せ
し
む
る
に
あ
つ
た
ε

す
れ
ぱ
十
六
世
紀
は
正
k
か
㌧
る
解
放
の
過
渡
期
ε
云
ふ
こ
ε
が
出
來
や
う
。
蓋
し
自
然
法
の
内
容
は
之
を
理
性
に

求
む
る
も
そ
の
制
裁
は
聖
警
に
蹄
縷
せ
し
め
ん
ε
し
た
例
謹
は
十
六
世
紀
の
思
想
蒙
の
斯
論
に
随
所
に
尋
ね
る
≧
ε

が
出
家
る
。
自
然
法
が
騨
學
的
外
被
を
脱
ぎ
捨
て
蔦
純
然
た
る
法
學
的
観
念
ξ
な
つ
な
の
は
遙
に
後
代
の
こ
ε
で
あ

る
。
而
し
て
暴
君
反
封
論
者
は
か
、
る
騨
學
的
形
式
k
於
る
自
然
法
の
親
念
を
以
て
政
治
梅
力
の
行
使
を
制
限
せ
ん

ε
し
た
の
で
あ
る
。
自
然
法
の
存
在
及
び
そ
れ
が
人
問
の
立
法
者
よ
ウ
優
越
せ
る
泉
源
よ
ウ
來
ウ
、
随
つ
て
立
法
者

の
上
に
繕
禮
的
拘
束
力
を
有
す
る
ε
云
ム
ヒ
ε
は
決
し
て
疑
は
る
、
こ
ε
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
天
賦
人
穣
論
が

自
然
法
的
思
想
で
あ
る
の
は
溶
ム
設
で
も
な
ψ
。
而
し
て
≧
の
白
然
法
ε
紳
法
ミ
の
混
同
時
代
に
於
て
は
自
然
の
権
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利
の
問
題
は
騨
意
を
解
郡
す
る
権
威
は
何
塵
に
あ
ク
や
ε
の
問
題
に
蹄
せ
ざ
る
を
得
な
ψ
。
即
ち
王
櫻
の
絶
禮
性
を

支
持
す
る
が
爲
に
主
張
せ
ら
れ
た
る
零
主
紳
梅
説
は
君
主
を
以
て
榊
意
解
羅
の
絶
朧
穣
威
ε
な
し
、
こ
れ
に
勢
し
て

人
民
主
樫
を
高
唱
し
た
も
の
は
人
民
を
以
て
憩
意
解
麗
の
最
後
的
梅
威
で
あ
る
ξ
す
る
。
暴
君
反
封
論
者
が
か
、
る

紳
意
読
を
以
て
專
制
主
義
を
制
限
せ
ん
ピ
し
た
の
は
そ
の
時
代
に
照
ら
し
て
尤
千
萬
で
あ
る
。
彼
等
の
時
代
の
思
想

か
ら
見
れ
ば
政
治
灌
力
は
常
に
聯
意
に
よ
る
自
然
の
樫
利
に
よ
つ
て
制
限
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
、

る
自
然
の
櫻
利
に
よ
つ
て
制
限
せ
ら
る
る
塵
に
人
民
自
由
の
理
由
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
の
梅
利
の
認
定
は
紳

の
直
接
授
穫
者
た
る
も
の
、
解
繹
に
よ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
紳
の
直
接
授
権
者
陀
る
も
の
は
國
王
に
あ
ら
ず
し
て

貸
k
人
民
至
謹
で
あ
る
マ
自
然
法
の
解
羅
は
君
主
に
属
す
る
も
の
で
な
く
し
て
人
民
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち

君
主
紳
槽
説
に
封
し
て
人
民
淋
横
読
U
試
き
嵩
σ
q
窪
亀
需
名
ポ
ε
去
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
渉
肚
會
契
約
設

の
持
つ
重
大
性
で
あ
歩
國
王
k
代
つ
て
人
民
を
し
て
政
穫
の
正
営
な
る
始
源
な
ら
し
め
た
所
以
で
あ
る
。
實
に
肚
會

契
約
説
の
探
用
は
人
民
自
身
が
自
然
法
の
解
澤
に
關
す
る
最
後
の
梅
威
で
あ
る
ε
云
あ
意
昧
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ

る
。
（
》
》
●
肋
且
夢
翠
o
O
言
鍾
浮
彗
儀
U
o
8
ユ
窪
8
亀
O
o
霧
謡
ε
ぎ
轟
一
〇
〇
冨
量
轟
o
馨
・
℃
』
9
＝
滲
照
）
中
世

的
思
想
よ
，
透
世
的
思
想
へ
の
推
移
は
こ
の
政
穫
の
始
源
に
關
し
て
次
第
に
か
、
る
紳
學
的
要
素
を
失
ふ
に
至
つ
た

経
路
に
あ
る
。
即
ち
漸
次
に
入
民
全
謹
を
以
て
軍
に
神
意
の
仲
介
者
な
ウ
ピ
す
る
思
想
よ
う
進
ん
で
人
民
自
身
が
最

　
　
　
　
自
由
民
擢
思
想
建
顧
附
蘭
酉
力
躍
ヴ
ア
ン
派
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
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自
由
民
擢
思
想
建
佛
鷹
酉
カ
ル
ツ
ア
ン
汲
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
閣

初
の
直
接
の
始
源
な
夕
ε
す
る
思
想
に
蚕
つ
た
の
で
あ
る
。
政
穫
は
紳
よ
ウ
生
ず
る
ε
曇
ム
紳
秘
的
観
念
は
次
第
に

清
散
し
て
途
k
軍
に
『
歎
』
に
政
椹
を
蹄
燭
せ
し
む
る
近
代
民
主
主
義
の
駿
生
を
見
る
に
至
つ
陀
の
で
あ
お
。
さ
れ
ば

民
主
主
義
思
想
は
之
ε
二
の
種
類
に
分
け
る
こ
ピ
が
出
來
る
。
一
は
蚕
政
梅
は
紳
よ
り
生
ず
る
も
、
紳
は
之
を
人
民

全
髄
に
寄
託
せ
う
ε
な
す
説
よ
ウ
出
登
す
る
も
の
ε
、
斯
か
る
形
而
上
學
的
槻
念
を
全
然
滅
却
し
て
端
的
に
全
政
横

は
直
接
に
人
民
よ
り
生
ず
る
宵
云
ぶ
説
よ
う
出
登
す
る
も
の
ε
あ
る
。
十
六
畿
紀
の
思
想
家
は
こ
の
前
者
の
思
想
か

ら
解
放
せ
ら
れ
て
は
⑳
な
ψ
。
彼
等
を
民
主
主
義
論
者
ε
云
ム
は
累
ヨ
＾
）
R
器
感
＄
R
薮
2
。
・
ε
云
ふ
意
味
に
於

て
で
あ
教
。
彼
等
の
契
約
論
ε
難
も
そ
の
窮
極
に
於
て
は
紳
意
読
よ
り
脱
し
て
は
ゐ
る
も
の
で
は
な
ψ
の
で
あ
る
。

蓋
し
騨
に
随
ム
は
人
に
随
ふ
よ
り
な
す
べ
き
こ
ε
な
ウ
ε
の
原
則
は
十
六
世
紀
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
革
命
的
丈
書
の

出
畿
鐵
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
暴
君
反
封
論
者
の
問
題
は
常
に
宗
教
的
地
盤
の
上
に
置
か
れ
て
ね
た
ε
云
は
れ

る
所
以
で
あ
る
。
（
↓
器
毯
誉
暮
一
名
●
鼻
●
ψ
鵠
）
紳
意
に
墓
く
紳
政
的
民
主
主
義
ε
欺
に
立
脚
す
る
功
利
的
民
主
主

義
ε
は
何
れ
が
多
く
自
由
民
糖
思
想
に
寄
與
し
た
か
は
遽
に
断
じ
難
い
が
、
純
然
た
る
功
利
的
根
底
の
上
に
礎
か
れ

た
る
自
由
な
る
も
の
が
如
何
に
危
き
も
の
で
あ
る
か
は
夙
に
豆
o
選
教
授
が
其
の
名
著
［
彗
窪
〔
一
〇
℃
護
9
ぎ

目
轟
5
注
中
に
於
て
ベ
ソ
タ
ム
流
自
由
主
義
を
批
到
せ
る
う
ち
に
道
破
せ
る
ε
こ
ろ
で
あ
る
。
少
く
ε
も
初
期
に
於

る
諸
々
の
入
権
宣
言
中
に
表
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
天
賦
人
穫
論
の
背
後
に
は
理
性
的
自
然
法
ε
並
ん
で
騨
意
的
自
然
法
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の
思
想
が
横
つ
て
ぬ
る
の
を
見
逃
す
≧
ε
ぽ
出
奈
な
い
。

　
第
三
に
暴
君
反
封
論
者
が
主
穂
在
民
説
を
主
張
す
る
に
當
つ
て
そ
の
論
法
ε
な
せ
る
契
約
論
ε
自
由
主
義
ε
の
關

係
で
あ
る
。

　
民
主
主
義
ε
自
由
主
義
ε
は
必
ず
相
倹
つ
て
完
全
ε
な
る
も
の
で
デ
モ
ク
ラ
シ
寮
の
あ
る
塵
必
ず
り
ペ
ラ
リ
ズ
ム

あ
歩
ピ
は
屡
々
主
張
せ
ら
れ
る
ピ
ヒ
ろ
で
あ
る
。
（
辱
黛
犀
o
彗
”
↓
ぼ
客
。
彗
ぎ
α
q
g
U
章
。
R
8
矯
）
し
か
し
な
が
ら
民

主
主
義
學
読
は
必
し
竜
自
由
主
義
墨
設
な
ク
ε
信
じ
て
は
な
ら
鳳
。
民
主
主
義
ε
自
由
主
義
電
の
混
同
は
最
も
一
般

に
行
は
る
る
過
誤
で
あ
つ
て
、
我
々
は
之
に
劃
し
て
愼
重
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
尤
も
世
の
中
に
デ
モ
ク
ラ
シ

U
ε
云
ぷ
言
葉
ぼ
ご
多
種
多
様
な
慧
昧
に
使
は
れ
て
ゐ
る
竜
の
は
な
い
。
一
の
傾
向
ビ
か
U
の
心
的
墓
調
ざ
か
去
ふ

意
味
に
用
ひ
る
な
ら
ぱ
自
由
主
義
ビ
殆
ん
と
同
一
。
で
あ
ら
う
。
但
し
純
政
治
學
的
意
味
に
於
る
民
主
主
義
學
読
は
自

ら
異
る
。
し
か
ら
ぱ
民
主
主
義
學
説
ε
は
何
を
指
し
て
言
ふ
か
。
蛙
に
云
ム
民
主
主
義
學
説
ε
は
『
政
治
権
力
の
始

源
を
疵
會
蚕
謹
の
意
志
に
あ
ウ
ε
し
政
治
梅
力
が
正
當
で
あ
る
の
は
此
の
杜
會
全
燧
に
ょ
つ
て
創
設
せ
ら
れ
し
が
故

で
あ
る
』
ε
な
す
饒
に
局
限
す
る
。
政
槽
が
肚
會
至
禮
の
意
志
k
よ
つ
て
創
設
せ
ら
れ
π
ε
す
れ
ぱ
之
の
創
設
淀
至
る

題
程
ε
し
て
屡
々
翫
へ
ら
れ
る
の
は
肚
會
契
約
の
理
論
で
あ
る
。
塵
が
こ
の
肚
會
契
約
説
は
常
に
必
し
も
自
由
主
義

的
な
結
論
に
蓬
す
る
も
の
ε
は
限
ら
な
ψ
の
で
あ
る
。
た
ε
へ
ぱ
ζ
の
涙
の
最
も
代
表
的
な
る
ホ
ッ
プ
ス
に
し
て
も
、

　
　
　
　
自
由
民
謹
百
鞠
馨
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儲
”
鷺
西
カ
ル
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ア
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人
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白
由
民
纏
恩
惣
建
佛
臨
困
”
ル
ザ
ア
潔
凝
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六

〃
ン
，
に
し
て
も
一
度
び
成
立
せ
る
政
権
の
萬
能
ε
之
に
封
す
る
個
入
の
絶
髄
的
服
從
に
終
つ
て
ゐ
る
で
は
な
い

か
。
ホ
ッ
プ
ス
蜜
民
主
主
鶉
學
醗
ε
は
最
も
縁
の
逡
｝
様
に
思
は
れ
て
ゐ
る
が
而
し
て
叉
彼
の
信
條
が
專
制
主
義
に

あ
つ
た
≧
ε
は
疑
を
容
れ
な
ψ
け
れ
ご
も
、
彼
の
理
論
上
の
結
論
は
根
本
的
k
見
れ
ぱ
必
し
も
專
制
君
主
政
治
k
あ

る
の
で
は
な
い
。
＞
O
o
欝
翼
8
桑
邑
爵
冨
雷
置
ε
ぼ
ぎ
窪
爵
α
層
≦
ゲ
窪
騨
竃
島
ぎ
留
亀
ヨ
窪
ε
》
磯
『
3
帥
巳

O
o
く
g
9
筥
セ
o
く
o
蔓
g
o
魎
設
浮
o
ぎ
受
0
5
0
輸
爵
喜
一
〇
≦
富
富
o
・
く
匙
冨
窪
o
『
＞
鴇
・
躍
窯
曳
o
｛
言
窪
・
：
人
ピ
o
く
叫
舞
，
壁
笥

器
マ
魯
o
目
穿
o
a
陰
鑑
a
鴇
〇
一
震
Ω
民
畠
ギ
o
置
つ
，
H
鴇
）
即
ち
彼
の
主
張
を
諭
理
的
に
導
け
ば
主
穫
者
は
一
人
で

あ
つ
て
も
輔
團
饅
で
あ
つ
て
も
或
は
人
民
全
部
で
あ
つ
て
竜
差
支
へ
な
い
の
で
あ
る
。
唯
、
彼
は
一
度
ぴ
設
立
せ
ら

れ
た
る
主
権
者
の
繕
燈
性
を
高
唱
す
る
の
で
あ
つ
て
、
國
穫
至
上
主
義
ε
竜
稔
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
彼
は
國
家
組

織
の
如
何
を
問
は
ず
國
家
の
無
制
限
な
る
主
槽
を
要
求
し
て
ゐ
る
。
彼
は
≧
の
國
横
至
上
主
義
が
最
も
よ
く
君
主
政

饅
k
よ
つ
て
實
現
せ
ら
る
ぺ
き
を
信
じ
た
が
故
に
縄
禮
君
主
政
饅
を
高
唱
し
た
の
で
あ
つ
て
、
政
穫
の
始
源
を
人
民

の
契
約
に
蹄
し
兜
鮎
に
於
て
は
ホ
ッ
プ
ス
の
説
ε
雄
も
民
主
主
義
學
詮
の
中
に
数
へ
て
不
都
合
ε
は
云
は
れ
澱
。
旗
．

プ
ス
の
麗
を
以
て
民
主
主
義
學
醗
ε
云
ふ
の
が
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
に
聞
ゆ
る
ε
同
じ
様
に
今
ル
ソ
喜
を
以
て
專
制
主

義
者
ε
云
へ
ぱ
何
人
も
そ
の
雷
の
奇
矯
k
驚
く
で
あ
ら
う
。
併
乍
ら
、
ル
ン
畢
は
所
鯖
る
哺
般
意
志
＜
〇
一
〇
暮
伽
鵬
争

幕
旦
o
の
專
制
を
主
張
す
る
に
於
て
は
飽
迄
も
專
制
主
義
者
で
あ
る
。
即
ち
曰
く
『
瀧
會
契
約
を
し
て
有
名
無
實
の
形
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式
に
．
な
さ
な
い
た
め
に
は
之
の
契
約
は
曙
獣
の
中
に
次
の
約
束
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
又
≧
の
約
束
こ
そ
狸

◎
他
人
k
封
し
て
強
制
力
を
興
へ
る
所
以
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
約
束
ε
は
則
ち
剛
般
意
志
に
服
從
す
る
こ
建
を

癒
絶
す
る
も
の
は
何
人
ε
錐
哨
全
團
饅
に
よ
つ
て
共
の
服
從
を
強
制
せ
ら
る
べ
し
ε
去
ふ
の
が
之
で
あ
る
。
』
　
（
け
窟

O
o
旨
養
鈴
ω
8
讐
一
凝
く
●
一
〇
劉
く
娼
）
叉
日
ぐ
『
恰
も
自
然
が
各
人
に
封
し
て
共
の
四
肢
の
上
に
繕
燈
の
櫃
力
を
賦
奥

し
て
ゐ
る
ピ
同
じ
様
に
肚
會
契
約
は
政
治
團
瞠
に
封
し
て
そ
の
凡
て
の
團
員
の
上
に
絶
騰
的
構
力
を
賦
奥
す
る
。
而

し
て
主
横
ε
呼
ぱ
る
、
も
の
は
即
ち
一
般
意
志
に
よ
り
て
主
宰
せ
ら
れ
る
此
の
梅
力
で
あ
る
。
（
島
く
●
舅
畠
』
＜
）
ル

ン
奪
は
常
に
人
民
全
饅
ε
云
つ
て
わ
る
け
れ
ご
も
、
人
民
全
饅
が
そ
の
意
志
を
表
明
す
る
の
は
祉
會
契
約
の
時
の
み

で
あ
る
。
ヒ
れ
を
除
け
ぱ
大
多
歎
の
意
志
が
常
k
他
の
も
の
を
強
制
す
る
。
萄
く
。
冨
留
覧
臣
α
q
量
民
ぎ
ヨ
ぼ
。

o
躍
㎡
o
ε
風
o
畦
ゆ
一
醗
窪
窪
g
（
崔
く
●
H
＜
・
O
『
●
一
）

　
　
　
　
一
薩
ル
ソ
ー
の
＜
o
一
8
器
讐
伽
邑
。
程
曖
昧
積
糊
と
し
て
矛
盾
を
極
め
た
言
葉
は
な
い
o
或
時
は
＜
o
ぴ
幕
懸
急
巨
。
は
全
部
の
憲
志

　
　
　
で
あ
る
と
な
し
詳
ぎ
一
9
蹄
8
目
醇
蹄
幕
二
〇
5
霰
馨
目
謬
幕
一
．
国
韓
婁
剛
”
＜
o
一
畠
隷
腺
幕
邑
¢
（
竺
～
H
～
魯
・
一
同
）
或
時
ぽ
一
般

　
　
　
意
志
は
全
部
の
意
志
に
非
ず
と
な
し
一
脚
鴫
漕
蓼
ぴ
一
睾
象
島
瀬
話
犀
8
窪
窟
訂
ε
ざ
ロ
吊
牙
8
房
無
置
ε
ざ
艮
ひ
懸
幕
瓦
o
（
犀
～
昌
。

　
　
　
o
F
昌
一
）
叉
t
意
志
が
一
般
で
あ
る
た
め
に
は
必
し
も
意
志
が
全
部
一
致
せ
る
を
要
せ
ず
と
敦
ひ
評
肖
2
．
茸
。
邑
9
鵠
隣
鼻
腺
客
且
o

　
　
　
鴇
β
．
婁
冨
ε
三
〇
壽
β
舎
盆
冨
碧
。
＆
。
8
即
9
鼠
ヨ
o
（
ド
マ
昌
』
ダ
一
一
）
更
に
或
は
一
般
意
志
を
大
多
墜
の
意
志
な
り
と
説
く
か
と

　
　
　
思
へ
ぱ
◎
g
暫
画
一
詔
8
犀
含
欝
山
o
犀
（
o
一
〇
5
一
ゆ
喰
5
仲
邑
o
o
露
馨
昏
．
山
鍍
o
黛
5
。
摩
一
麟
℃
一
蚤
騨
岬
篇
一
一
5
5
5
℃
聾
脚
o
ρ
仁
．
o
昌
冥
窪
昌
，
昌
ロ
．
｝
曽

　
　
　
　
　
面
由
民
権
思
想
霊
佛
蘭
酉
カ
ル
ツ
7
γ
擬
の
人
袴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
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自
由
民
権
愚
惣
建
倫
鶴
齎
ヵ
ル
ザ
ア
ソ
漁
の
人
冷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口
四
八

　
　
　
宴
ぢ
審
昂
ぽ
濠
（
＝
（
』
～
暮
・
目
）
叉
却
っ
て
、
一
般
意
志
は
大
多
敏
の
意
志
に
あ
ら
デ
と
説
い
て
ゐ
る
、
葺
3
禅
8
醤
。
ぎ
亨
：
・

　
　
　
の
話
8
ρ
三
臆
忌
邑
蓉
『
ぎ
ご
艮
ひ
裟
彗
o
一
房
『
ぎ
ヨ
ぼ
o
畠
諺
ε
騨
0
5
『
断
馨
曾
卑
8
旨
募
匿
台
二
窪
＝
5
誇
（
厩
～
昌
・
9
・
一
～
）
こ

　
　
　
の
鮎
に
關
し
℃
は
今
絃
に
細
競
す
る
邊
が
な
い
の
を
遣
憾
と
す
る
o

　
〃
ン
響
は
房
ク
の
主
張
す
る
塵
を
ホ
ツ
プ
ス
の
方
法
に
よ
つ
て
展
開
し
た
ε
稔
せ
ら
れ
て
ゐ
る
け
れ
ご
も
、
・
．

ク
が
反
抗
の
哲
學
を
張
調
し
た
の
に
反
し
て
、
ル
ン
7
は
絶
膣
服
從
の
結
論
に
到
逮
し
て
仕
舞
つ
た
。
鳳
醗
專
制
主

義
ε
自
由
主
義
ε
の
根
本
的
分
岐
織
は
何
に
存
す
る
か
ε
云
ム
に
、
今
暫
く
評
鶴
｝
磐
9
の
詮
を
籍
ウ
て
云
へ
ば
、

專
制
主
義
ε
は
國
檎
が
創
設
し
て
之
を
個
人
に
附
與
し
た
る
穫
利
の
み
を
認
容
す
る
主
義
を
云
ひ
、
自
由
主
義
ε
は

國
権
よ
り
濁
立
せ
る
自
然
の
権
利
を
個
人
に
認
容
し
、
國
権
は
≧
の
椹
利
を
撮
傷
制
限
す
る
こ
ピ
を
得
ず
、
却
つ
て

國
権
そ
の
も
の
は
自
然
の
槽
利
の
保
障
の
爲
に
存
在
す
る
ε
云
ふ
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
（
U
山
程
豊
缶
蓉
o
ぎ
畠
蜀

警
一
窪
8
り
2
窪
ρ
5
言
儲
8
聖
。
壁
唱
Q
蕊
婁
9
昼
言
9
鑑
o
い
凱
串
ヨ
o
o
鼻
電
●
図
臼
ー
）
こ
れ
を
肚
會
契
約
ε
の
關

係
に
つ
ψ
て
見
れ
ば
自
然
の
櫨
利
の
無
條
件
的
譲
渡
か
條
件
附
護
渡
か
に
よ
つ
て
轟
制
主
義
、
自
由
主
義
の
別
を
生

ず
5
≧
ピ
、
な
る
。
故
に
肚
會
契
約
の
内
磐
に
二
の
種
類
が
あ
る
。
一
は
自
然
の
横
利
の
存
在
を
漸
定
し
こ
の
自
然

の
橦
利
を
確
保
せ
ん
が
爲
に
契
約
に
よ
つ
て
政
槽
を
設
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
自
然
の
梅
利
は
政
穫
の
強
制

力
の
及
ぷ
範
園
外
k
あ
ウ
、
若
し
政
権
に
し
て
こ
の
天
賦
人
穫
を
制
限
損
傷
す
る
こ
ε
あ
ら
ん
か
、
政
穂
に
封
す
る

反
抗
は
正
欝
な
ウ
ピ
な
す
即
ち
自
然
の
権
利
を
以
て
騨
聖
不
可
侵
ε
な
す
竜
の
ε
、
自
然
の
櫨
利
な
る
も
の
、
存
在
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を
全
然
認
め
ず
或
は
之
を
認
む
る
も
、
肚
會
契
約
に
よ
り
て
國
家
を
形
成
す
る
時
に
當
つ
て
、
之
の
自
然
の
灌
利
を

全
部
國
家
に
譲
渡
し
而
か
も
こ
の
一
度
び
譲
渡
せ
ら
れ
た
る
権
利
は
巳
に
そ
の
不
可
侵
性
を
失
ふ
も
の
で
あ
る
か

ら
、
ヒ
れ
の
損
傷
制
限
を
名
ピ
し
て
國
家
槽
力
に
反
抗
す
る
は
正
當
で
な
い
ε
な
す
が
こ
れ
で
あ
る
。
瀬
墨
＝
似
窪
、

墜
｝
U
唱
一
〇
肋
静
竃
o
ヨ
聲
」
鼠
窪
｝
国
鍔
『
ざ
召
お
ロ
幽
”
国
ぎ
き
0
8
身
皆
ぎ
中
菖
彗
碧
”
ピ
9
ぎ
の
人
々
は
前
者
の
立
揚

を
ε
勇
出
o
げ
ぴ
o
む
。
｝
国
0
5
潅
讐
は
後
者
の
立
揚
を
ε
る
。

　
　
　
　
こ
の
黙
に
關
し
て
は
前
掲
O
響
誉
の
一
〇
穿
ヨ
窪
≧
島
鼠
請
o
o
●
け
望
匿
G
。
に
犀
利
な
研
究
が
あ
る
。
こ
の
饗
立
は
亦
、
瀧
會
契
約
設

　
　
　
（
灯
鼠
ロ
日
鼠
8
辞
国
書
目
§
ζ
扇
）
と
服
從
契
約
説
（
樽
蓉
ε
ヨ
聲
げ
憲
3
身
）
と
の
關
係
に
於
て
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
十
六
世
紀
の

　
　
　
思
想
家
は
國
王
と
人
民
と
の
相
互
契
約
即
ち
噌
器
盆
旨
墜
げ
誉
ぎ
易
の
方
に
寮
舳
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
或
は
就
會
そ
の
も
の
の
存
在

　
　
　
ぱ
自
然
の
事
實
と
し
℃
獣
過
し
翠
に
政
樫
成
立
に
至
る
過
程
を
服
從
契
約
に
闘
せ
し
む
る
か
、
或
は
マ
リ
ァ
ナ
、
サ
ロ
昌
ウ
ム
の
如
く
自

　
　
　
然
の
賦
態
よ
り
出
稜
す
る
も
政
襯
の
始
源
は
服
從
契
約
に
求
め
、
或
は
ぐ
ぎ
島
島
8
8
目
冨
蔓
盟
5
β
需
の
著
霞
の
如
く
鮭
會
並
ぴ
に
政
権

　
　
　
の
始
源
を
憩
と
人
民
及
ぴ
人
民
と
國
王
と
の
聞
の
二
軍
契
約
に
よ
つ
℃
観
明
す
る
も
．
ア
ル
ト
ジ
ウ
ス
の
如
く
主
穂
は
瀧
會
契
約
に
よ
っ

　
　
　
て
創
設
せ
ら
る
る
も
、
そ
れ
よ
り
生
ず
る
権
力
の
行
使
は
第
二
の
契
約
に
於
て
政
府
に
委
任
せ
ら
れ
る
と
な
す
も
の
を
問
ほ
ず
、
皆
自
然

　
　
　
の
橿
利
を
無
條
件
に
拗
棄
し
て
ゐ
る
も
の
ほ
な
い
。
若
し
大
階
な
る
論
噺
を
許
さ
る
る
な
ら
ぱ
、
箪
一
の
紅
會
契
約
の
み
を
認
む
る
論
者

　
　
　
は
大
盟
に
於
て
自
然
の
権
利
の
無
條
件
的
護
波
に
絡
り
、
服
從
契
約
或
は
鮭
會
契
約
に
軍
ね
る
に
服
從
喫
約
を
以
℃
す
る
諭
者
は
自
然
の

　
　
　
樒
利
の
保
留
附
譲
渡
を
な
し
て
ゐ
る
o
但
し
服
從
契
約
よ
り
出
稜
し
て
專
制
主
義
の
結
諭
に
蓮
し
て
ゐ
る
も
の
に
Q
響
ひ
器
ど
一
二
鵠
｝
号

　
　
　
9
9
9
》
5
ε
ユ
馨
o
冒
雇
凱
男
o
肇
一
一
£
O
が
あ
る
。
ポ
ロ
ツ
ク
氏
は
ホ
ツ
ブ
ス
の
契
約
論
を
域
て
哨
蓉
言
目
讐
豆
婁
ご
乱
閉
と
な
し

　
　
　
て
ゐ
る
け
れ
共
、
そ
の
内
容
に
於
て
は
服
從
契
約
に
逗
ひ
な
い
が
．
そ
の
形
式
に
於
て
は
評
。
窪
ヨ
・
巨
o
塾
と
な
す
方
が
妥
當
で
あ
る
順

　
　
　
　
　
禽
由
民
纏
思
想
冠
佛
繁
西
カ
ル
ザ
ア
ン
汲
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
轟



（3吻

　
　
　
　
　
自
由
民
椹
思
想
電
佛
蘭
西
カ
ル
ザ
ア
ソ
濠
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
滋
O

　
　
　
（
噂
o
髭
9
5
国
薙
署
写
島
㊦
富
錘
》
ε
o
o
）
ロ
ツ
〃
の
如
き
は
融
會
契
約
と
服
從
契
約
と
の
一
一
段
構
へ
の
論
法
で
自
然
の
穗
利
の
擁
護
を

　
　
　
な
し
て
ゐ
る
o
ル
ソ
ー
に
箆
つ
℃
は
糺
會
契
約
を
認
む
る
に
過
ぎ
な
い
o
こ
れ
彼
が
、
國
昆
虫
欄
の
絶
封
至
上
性
に
隆
つ
た
所
以
で
あ
ら

　
　
　
う
o

　
扱
て
こ
の
爾
者
の
中
い
づ
れ
が
人
横
宣
言
の
精
神
に
照
慮
し
て
ゐ
る
か
ε
鶉
へ
ぱ
次
の
前
文
を
護
む
も
の
は
こ
の

鐵
疑
問
を
起
す
余
地
は
あ
る
2
い
。

　
卜
窃
ま
マ
畠
窪
琶
誌
魯
閣
唇
一
・
キ
導
鴫
昏
｝
8
誘
盛
急
。
隠
昌
霧
。陰
。
翼
窪
曾
一
・
銭
o
鑓
一
9
8
豆
象
声
暑
ρ
・
5
一
。
一
讐
o
『
窪
－

8
弘
．
o
毎
嵩
2
ぎ
ヨ
8
旨
＾
一
＄
ユ
『
o
詳
岳
一
、
ぎ
5
召
o
。
摩
o
旨
一
．
§
β
器
s
島
o
魯
・
糞
”
騨
窪
誘
を
霞
8
g
＾
一
〇
ポ

8
凝
毛
島
o
旨
匹
畠
瞬
g
器
導
o
β
窪
箪
o
旨
器
ぎ
ゴ
＾
『
菰
言
望
マ
岱
”
講
聾
o
鳥
魯
笹
養
織
o
瓢
零
ぎ
…
巴
5
一
窃
昏
o
岸
。摩

5
曾
一
一
ヌ
一
駒o
」
轟
一
彿
壼
露
o
駒
階
㍉
3
℃
器
零
臨
℃
謡
9
島
含
匂
陰
即
窪
診
号
一
．
サ
o
g
鳶
？
：
・

　
　
　
　
ル
ソ
ー
の
薩
會
契
約
論
と
人
欄
貿
冒
と
の
關
係
は
曾
て
先
學
聞
に
於
℃
激
し
い
論
麟
の
的
と
な
つ
た
事
が
あ
る
o
（
冠
嵩
蓼
下
忌
・
o
ぎ

　
　
　
O
勘
の
卑
邑
欝
齢
｝
ぎ
召
葦
響
言
『
幽
の
縛
凶
φ
蓉
o
苫
一
崖
2
3
嶺
一
隻
或
ご
O
評
智
6
夢
o
冒
の
算
鍔
ホ
少
滲
照
）
。
㌧
今
日
と
難
も
ル

　
　
　
ソ
書
の
入
欄
宣
冒
に
野
す
渇
關
係
に
於
て
は
依
然
と
し
て
、
二
の
見
方
が
あ
る
。
一
抵
、
U
β
騎
鼠
吃
の
如
く
ル
ソ
量
の
鮭
會
契
約
論
と
人
椹

　
　
　
宣
冒
の
糖
紳
之
ぱ
寧
ろ
正
反
封
で
あ
蔭
と
な
す
　
負
瓦
齢
⑩
ユ
。
ご
．
。
M
齢
O
。
窮
岳
茸
剛
。
5
昌
肇
陶
一
遙
ド
，
農
一
）
も
の
と
国
。
邑
禦
。
の
如
く
依

　
　
　
然
と
し
℃
ル
．
ヅ
3
の
貢
献
を
以
℃
叢
命
思
想
醸
成
の
第
一
人
者
と
な
す
も
の
ど
が
あ
る
。
（
い
．
閣
蕊
覧
3
牙
『
評
虜
驚
評
一
凶
昔
器
睾

　
　
　
男
壁
5
8
讐
図
≦
昌
。
ω
建
5
，
嵩
ω
）
逡
莫
、
ル
ソ
ー
の
思
想
が
佛
蘭
西
竃
命
に
封
し
て
覆
大
な
關
係
を
有
す
る
は
何
人
も
否
定
す
る
こ

　
　
　
と
臓
出
嬢
な
い
。
只
0
8
欝
齢
ω
9
置
中
に
爽
は
れ
た
る
思
想
を
と
つ
て
そ
の
瞼
理
的
働
結
を
求
め
れ
ぱ
、
寧
ろ
自
由
主
義
に
非
し
て
、
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專
制
主
義
に
到
達
し
て
ゐ
る
と
見
倣
す
方
が
公
準
で
あ
る
o

　
第
四
に
暴
君
反
封
論
者
の
民
主
主
義
は
決
し
て
共
和
的
政
燈
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
亦
王
槽
に
封
す
る
積

極
的
制
限
を
主
張
し
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
等
は
君
主
政
其
の
も
の
に
反
封
し
た
の
で
な
く
し
て
、
翠
に
暴
政
歴
制

に
封
し
て
民
権
の
浩
極
的
擁
謹
ε
な
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
王
梅
の
存
在
そ
の
も
の
に
就
ψ
て
は
彼
等

も
、
そ
の
反
封
論
者
た
る
頴
蓋
書
窃
の
人
々
ε
何
等
異
る
塵
は
な
い
。
之
の
顯
冒
9
霞
畠
o
き
鉱
識
な
る
名
稔
は

誤
解
を
招
き
易
い
。
ペ
ロ
〃
ツ
ハ
ィ
マ
ー
の
言
ム
が
如
く
々
声
…
o
ヨ
器
富
ε
呼
ぶ
を
以
て
至
當
ビ
す
る
。
（
嵜
鴉
一

｝
置
富
o
喜
一
3
0
や
鼻
・
℃
・
＝
o
o
）
元
來
、
民
主
主
義
は
決
し
て
共
和
的
政
髄
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
ψ
。
〃
ソ
畜
自

身
も
云
ム
通
，
、
政
権
の
始
源
を
人
民
に
求
む
る
學
詮
は
あ
ら
ゆ
る
政
髄
ε
餐
協
す
る
竜
の
で
あ
る
。
最
良
の
政
膿

は
そ
の
政
謹
が
適
用
せ
ら
る
、
肚
會
の
情
勢
に
最
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
れ
ぱ
足
ウ
る
。
佛
蘭
西
革
命
以
前
に
於
て
、

君
主
政
饅
に
代
つ
て
、
共
和
的
政
謹
を
樹
立
せ
ん
乙
ε
を
主
張
し
た
思
想
家
は
殆
ん
ピ
一
人
も
な
ψ
ε
云
つ
て
よ
い
。

崔
9
言
超
凶
窪
は
英
國
式
王
國
を
以
て
理
想
ε
な
し
、
＜
o
疑
ぎ
は
時
ε
し
て
は
濁
裁
的
改
革
家
を
も
敷
迎
し
、
ご
．
》
7

σq

・
霧
9
は
共
和
政
饅
を
推
稔
し
た
け
れ
ざ
も
、
こ
は
翠
に
君
霊
政
饅
の
中
に
共
和
政
饅
の
長
所
を
注
入
せ
ん
ε
す
る

に
止
ウ
、
U
讐
R
o
酔
ム
．
瓢
o
曽
零
ぴ
霞
島
蒜
島
窃
の
人
々
は
君
主
政
治
に
反
封
し
た
が
し
か
し
明
確
に
或
は
暗
々
裏
に
共

和
政
治
を
樹
立
せ
ん
ざ
す
る
思
想
を
放
棄
し
て
ゐ
る
。
（
》
｝
岳
暫
民
一
国
馨
o
霊
団
島
音
琴
倉
一
帥
男
曾
〇
一
民
8
翠
睾
，

　
　
　
　
自
『
由
民
擢
継
噛
頻
叩
建
纈
岬
臨
認
四
カ
ル
ヴ
7
ン
汲
の
人
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
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a
由
民
纏
想
惣
墨
佛
寮
闘
カ
ル
ヴ
7
ン
潔
の
（
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
匠
二

岳
ぎ
廿
＜
一
。
R
な
も
滲
照
）
況
ん
や
十
六
世
紀
は
近
世
民
族
國
家
成
立
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
於
て
王
横

の
形
式
に
於
る
國
家
主
権
の
確
立
は
時
勢
の
最
大
念
務
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぱ
暴
君
反
封
論
ε
錐
も
王
権
の

確
立
を
の
も
の
に
封
し
て
は
何
等
反
封
の
余
地
は
な
ψ
の
で
あ
る
。
只
、
そ
の
行
使
が
彼
等
の
恩
惟
す
る
自
然
の
槽

利
を
鷲
食
す
る
揚
合
に
於
て
の
み
反
抗
の
理
由
を
登
見
す
る
の
で
あ
る
。
洵
に
↓
じ
》
ω
ヨ
群
教
授
の
言
の
如
く

立
憲
政
治
の
本
質
は
政
横
の
行
使
を
園
続
す
る
抽
制
の
制
度
に
外
な
ら
な
い
。
（
鯨
o
葺
ゲ
塁
島
U
㎝
8
α
窪
8
亀
8
㌣

。n

捧
艮
す
邑
O
o
ε
旨
糞
o
菖
o
ヤ
o
鐸
マ
ニ
）
　
（
未
完
）


